
項目
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環
境

全
般

幼 小 中 高 大
成
人

高
齢
者

教
員
講
師

学習者 学習支援者 学習の場

事業内容（具体的施策） 形態

内閣府 ○消費者教育に
関する効果的な
情報提供の推進
＜全般＞ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一般消費者
（成人）、
児童から高
齢者まで全
般

特になし 公民館等社
会教育施
設・学校・
家庭・地域

各年齢層に対し、分かりやすく効果的な情報提供を行っていくため、内閣府国民生活政策ホーム
ページの「消費者の窓」に「各省庁等の消費者政策及びその関連政策の動向」のポータルサイト
を設け、ここから各省庁等のホームページに掲載されている消費者政策及びその関連政策事項に
リンクを貼ることにより、消費者に対する情報提供を行っている。

web 国民生活
審議会資
料
3-61,P82

内閣府 ○高齢者の消費
者トラブルに対
する消費者教育
の推進＜契約・
取引＞

○ ○ ○

高齢者
高齢福祉関
係団体職員
等

高齢福祉関
係団体職員
等

公民館等社
会教育施
設・家庭・
地域

「高齢者の消費者トラブル 見守りガイドブック」（啓発資料）及び、この啓発資料を活用して
啓発活動を行う際の「講師用マニュアル」（指導書）を作成し、高齢福祉関係団体、都道府県、
市区町村等に配布した。なお「講師用マニュアル」では、当該啓発資料を使った講座のプランの
一例として、ロールプレイングによる体験型学習の実践事例を紹介している。

パンフ
レット

国民生活
審議会資
料
4-70,P91

内閣府 ○経済教育の実
践的な普及、推
進＜契約・取引
＞

○ ○

中学生 学校教職員 学校 平成16年度に、財団法人日本経済教育センターを委託先とし｢経済教育に関する研究会｣を開催し
た。同研究会の中間報告において提案された中学校向け教材案「牛丼屋経営シミュレーション」
を元に、平成17年度中に同財団法人において、モデル教材「牛丼屋経営シミュレーション ○×
家、牛丼屋を開店する。」を製作。平成17年６月～７月にかけて、弘前大学教育学部附属中学校
及び京都市立藤森中学校において、同教材を活用したモデル授業を実施した他、経済教育サミッ
ト（７月）において同教材の配布、霞が関見学デー（８月）において同教材のパネル展示を行っ
た。

教材 国民生活
審議会資
料
4-70,P93

内閣府 ○消費者教育ア
ドバイザー派遣
制度＜全般＞

○ ○

小学・中
学・高校教
職員

消費者教育
アドバイ
ザー

公民館等社
会教育施
設・学校

学校における消費者教育を支援するために、消費者教育に関する専門的知識を有する消費者教育
アドバイザーを、国から都道府県等の消費者行政担当部局（消費生活センターを含む）の行う消
費者教育事業に対して派遣し、学校における消費者教育の一層の充実を図っている。

講師派
遣

都道府県
等の消費
者行政担
当部局
（消費生
活セン
ターを含
む）

国民生活
審議会資
料4-
66,P87
ハンド
ブックⅡ
-4-
②,P173

内閣府 ○消費者問題出
前講座＜契約・
取引＞

○ ○

高齢者を中
心とした一
般消費者

消費生活相
談員など

公民館、集
会所、老人
クラブなど

地理的、身体的理由等により出席する機会に恵まれない高齢者を中心に、2001年度より公民館等
の施設や集会所等に消費者問題に関する専門家などを派遣する「消費者問題出前講座」を実施し
ている。全国の自治体や各種団体等から出前講座の開催依頼（20 人程度の参加が必要）を受け
て、消費生活相談員などの有資格者などを講師として公民館等の施設や集会所に派遣し、老人ク
ラブや高齢者学級の参加者、介護関連施設・サービスの利用者等を対象に啓発を行っている。
悪質商法や消費者被害救済、消費者契約法等のテーマについて、小冊子やパンフレット等を使っ
た講義を行う他、演劇、ビデオ、紙芝居、コント、腹話術や落語等、参加者にとって親しみやす
い方式を織り込んで実施している。

講師派
遣

ハンド
ブック
Ⅱ-4-
③,P174

内閣府 ○見守り新鮮情
報＜契約・取引
＞

○ ○

高齢者、家
族、高齢者
の周囲の人

消費生活セ
ンター職
員、高齢福
祉団体職
員、一般消
費者など

任意の場 悪質商法の蔓延をくい止め、高齢者の暮らしの安全・安心を護るためには、高齢者やその家族、
高齢者と日頃接する機会の多い様々な立場の方々が普段の活動の中で高齢者の様子を気にかけ見
守る中で、暮らしの中の変化に気付いたら迅速に行動していくことが必要である。
「見守り新鮮情報」は、高齢者や周りの方々が高齢者を見守るときに、役立つように、高齢者の
トラブルの実情や、分かりやすい防止策などを登録者に配信する。
同事業では、見守りボランティア（市民講師）活動を支援するため、消費者問題の基礎知識や法
令違反事例、各地で活躍する高齢者見守りボランティア（市民講師）の実践活動など、啓発活動
に役立つ情報を掲載している。また、実際に活動している見守り活動の中で、特色のある活動を
行っている地域の活動を紹介している。

メール
マガジ
ン、web

Web

資料３．２　関係省庁調査（関係省庁の消費者教育に関わる取り組みについて）

備考（外
郭等の実
施主体、
共同実施
主体等）

引用元注

２）
想定される学習の場面等注１） 市民（消費者）への情報提供、普及・啓発、教育活動対象者領域

注１）「教育対象者」、「教育者」、「教育の場」は、資料等に明示的に示されていない場合は、文脈より判断して網掛けで表示している。（要確認）
注２）引用元･･Web「各省庁のホームページ」、ハンドブック･･「ハンドブック消費者2005」、国民生活審議会資料「消費者基本計画における具体的施策の検証・評価・監視」を参考に作成
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備考（外
郭等の実
施主体、
共同実施
主体等）

引用元注

２）
想定される学習の場面等注１） 市民（消費者）への情報提供、普及・啓発、教育活動対象者領域

内閣府 ○消費者からの
意見募集に関す
る普及、推進＜
全般＞ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一般消費者
（成人）、
児童から高
齢者まで全
般

特になし 特になし 啓発リーフレット「消費者の意見を国の行政機関に提出してみませんか！［発行部数：１４万
部］」（国民・事業者等から意見や情報を求める仕組みとしてどのような制度があるかや、どの
ような意見募集が行われているかを知るための方法、意見の提供方法等について簡潔にまとめた
もの）を作成した。主に地方公共団体、各地の消費生活センター、各地の消費者団体に配布し、
内閣府ホームページ｢消費者の窓｣にも掲載している。

パンフ
レット

国民生活
審議会資
料
5-
74,P109

内閣府 ○環境に配慮し
た消費行動を促
すための意識啓
発＜環境＞ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一般消費者
（成人）、
児童から高
齢者まで全
般

特になし 公民館等社
会教育施
設・学校・
家庭・地域

広く国民に対して「買い物袋（マイバッグ）の持参」、「簡易包装への協力」、「環境に配慮し
た商品の購入」など環境に配慮した消費行動の実践を促すため、３R（リデュース、リユース、
リサイクル）推進月間の10 月に、内閣府、経済産業省、環境省等が、流通事業者等の参加・協
力を得ながら都道府県等と共同で「環境にやさしい買い物キャンペーン」を全国的に展開してい
る。

キャン
ペーン

３Ｒ活動
推進
フォーラ
ム

国民生活
審議会資
料
7-(3)-
113,P166

公正取
引委員
会

○「独占禁止
法」に関する意
識啓発･情報提
供＜契約・取引
＞

○ ○

一般消費者
（成人）

特になし 特になし 独占禁止法が，公正かつ自由な競争を促進することを通じて，一般消費者の利益を確保すること
を目的としていること等、同法の規制内容について周知を図るため，パンフレットなどを作成･
配布するほか，ホームページによる情報提供などを行っている。

パンフ
レッ
ト，web
サイト

省庁から
の情報提
供

公正取
引委員
会

○競争政策の普
及＜契約・取引
＞

○ ○

中学生など 公正取引委
員会職員，
学校教職員

中学校など 将来，社会人として独占禁止法を遵守するとともに，消費者として厳しい目で商品選択を行うこ
とが出来るよう，早い段階で競争の役割等を理解してもらうため，副教材を作成・配布してい
る，公正取引委員会の職員が講師になり副教材やビデオなどを利用して独占禁止法教室を実施し
ている。また，副教材をホームページにも掲載している。

講師派
遣，副
教材，
ビデ
オ，web
サイト

省庁から
の情報提
供

公正取
引委員
会

○競争政策の普
及＜契約・取引
＞ ○ ○

小学生など 特になし 家庭，学校
など

子供向けに漫画を使い競争の大切さについてパンフレットを作成･配布するとともにホームペー
ジに「こどものページ」を設け，情報提供を行っている。

パンフ
レッ
ト，web
サイト

省庁から
の情報提
供

公正取
引委員
会

○景品表示法に
関する啓蒙・普
及・情報提供＜
契約・取引＞

○ ○

一般消費者 特になし 特になし 景品表示法について分かりやすく解説したパンフレット「だから安心！景品表示法」を作成，消
費者に配布するとともにホームページ上に掲載し，消費者の適正な商品選択を歪める不当表示や
過大景品を取り締まる景品表示法に関する普及･啓発を行っている。また，警告以上の措置を
採った景品表示法違反事件（不当表示事件）について，随時，新聞発表を行うとともに，事件の
概要を示した発表文をホームページ上に掲載し，常時，消費者が閲覧できるようにしている。

パンフ
レッ
ト，web
サイト

省庁から
の情報提
供

公正取
引委員
会

○景品表示法に
関する啓蒙・普
及・情報提供＜
契約・取引＞

○ ○

一般消費者 職員 公的施設等 毎年，全国各地で行われる，地方公共団体，消費者団体等主催の景品表示法講習会等に講師を派
遣し，一般消費者に対し景品表示法の普及･啓発を行っている。

講師派
遣

地方公共
団体，消
費者団体
等

省庁から
の情報提
供

公正取
引委員
会

○消費者取引適
正化推進員制度
＜契約・取引＞

○ ○

消費者取引
適正化推進
員（消費者
モニター経
験者等の中
から選考さ
れた20歳以
上の一般消
費者）

職員（他省
庁職員，業
界団体職員
等）

公正取引委
員会事務
所，各地の
消費生活セ
ンター等

年２回以上，各地で，研修会等を開催し，公正取引委員会が行う消費者行政に関する情報の提供
等を行うほか，他省庁の職員や業界団体の職員等を招いて説明会を開催する等，消費生活に必要
な知識の習得，消費者関連情報の収集の機会を提供している。

研修
会，
意見交
換会等

省庁から
の情報提
供

注１）「教育対象者」、「教育者」、「教育の場」は、資料等に明示的に示されていない場合は、文脈より判断して網掛けで表示している。（要確認）
注２）引用元･･Web「各省庁のホームページ」、ハンドブック･･「ハンドブック消費者2005」、国民生活審議会資料「消費者基本計画における具体的施策の検証・評価・監視」を参考に作成
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引用元注

２）
想定される学習の場面等注１） 市民（消費者）への情報提供、普及・啓発、教育活動対象者領域

公正取
引委員
会

○消費者モニ
ター制度＜契
約・取引＞

○ ○

消費者モニ
ター（公募
に対する応
募者の中か
ら選考され
た20歳以上
の一般消費
者）

職員 公正取引委
員会事務
所，各地の
消費生活セ
ンター等

年２回，各地で，研修会を開催し，公正取引委員会の消費者行政に関する資料･パンフレット類
を配布し，独占禁止法や景品表示法等に関する説明を行うほか，景品表示法違反事件（不当表示
事件）を中心とする消費者関連情報の提供を行っている。

研修会 省庁から
の情報提
供

公正取
引委員
会

○電子商取引監
視調査システム
＜契約・取引＞

○ ○

電子商取引
調査員（公
募に対する
応募者の中
から選考さ
れた20歳以
上の一般消
費者）

職員 公正取引委
員会事務
所，各地の
消費生活セ
ンター等

年２回，各地で，研修会を開催し，公正取引委員会の消費者行政に関する資料･パンフレット類
を配布し，独占禁止法や景品表示法等に関する説明を行うほか，景品表示法違反事件（不当表示
事件）を中心とする消費者関連情報の提供を行っている。

研修会 省庁から
の情報提
供

警察庁 ○知的財産権の
保護に関する啓
発＜情報＞

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一般消費者
（成人）、
児童から高
齢者まで全
般

特になし 公民館等社
会教育施
設・学校・
家庭・地域

商標権者、著作権者等の関係団体で構成される「不正商品対策協議会」が開催する「不正商品防
止フェア」の後援や、不正商品の展示、パンフレットの作成・配布等による広報啓発活動を行っ
ている。

イベン
ト後
援、パ
ンフ
レット
配布

ハンド
ブック
Ⅱ-3-①-
2),P167

警察庁 ○悪質商法によ
る消費者被害の
未然・拡大防止
＜契約・取引＞

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一般消費者
（成人）、
児童から高
齢者まで全
般

特になし 公民館等社
会教育施
設・学校・
家庭・地域

「各都道府県警察」地域における町内会、老人会等の各種会合において、講演、ビデオ放映及び
寸劇を実施するほか、インターネットのホームページやミニ広報誌、パンフレットの作成・配布
等による積極的な広報啓発活動を行っている。

広報
誌、パ
ンフ
レット
の配布

ハンド
ブック
Ⅱ-3-①-
2),P167

警察庁 ○フィッシング
の危険性に関す
る情報提供＜情
報＞

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一般消費者
（成人）、
児童から高
齢者まで全
般

特になし 公民館等社
会教育施
設・学校・
家庭・地域

警察庁ホームページにおいて、「フィッシング110番」でフィッシングに関する情報提供を受け
ていることを広報するとともに、フィッシングに関する注意喚起を実施している。インターネッ
ト安全・安心相談システムにおいて、フィッシングに関する相談を受付け、その対応方法につい
て情報提供している。各都道府県警察において、関係企業等に対して、フィッシングに関する情
報提供及び注意喚起を行うとともに、各種セミナーによる講演等での広報啓発を実施している。

web、講
演

国民生活
審議会資
料
7-
92,P137

警察庁 ○建物部品の防
犯性能表示に関
する情報提供＜
安全＞ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一般消費者
（成人）、
児童から高
齢者まで全
般

特になし 公民館等社
会教育施
設・学校・
家庭・地域

犯罪防止対策ホームページ「住まいる防犯１１０番」を開設し、特殊開錠用具所持の禁止に関す
る法律について紹介している。また、建物部品の防犯性能表示に関する情報提供を同ホームペー
ジで行っているほか、防犯建物部品の共通標章であるＣＰマークをアピールするポスターを全国
で５万枚配布した。

web、ポ
スター

国民生活
審議会資
料
2-(3)-
56,P76

警察庁 ○インターネッ
トの危険性に関
する情報提供＜
情報＞ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一般消費者
（成人）、
児童から高
齢者まで全
般

特になし 公民館等社
会教育施
設・学校・
家庭・地域

警察庁において、経済産業省及びＮＰＯ日本ネットワークセキュリティ協会が主催するインター
ネット安全教室を後援し、開催地の都道府県警察が講演を実施している。また、各都道府県警察
において、行政機関、消費者団体、教育関係者等と連携してサイバー犯罪の現状等について情報
提供を行うとともに情報セキュリティ意識の醸成のための講演等を実施している。

講演 国民生活
審議会資
料
7-(1)-
94,P139

警察庁 ○インターネッ
トの危険性に関
する情報提供＜
情報＞ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一般消費者
（成人）、
児童から高
齢者まで全
般

特になし 公民館等社
会教育施
設・学校・
家庭・地域

警察庁において、インターネット安全・安心相談システムを平成17 年６月に運用開始し、イン
ターネット利用者の困りごとに対する迅速な情報提供を行っている。また、警察庁及び都道府県
警察が開設しているホームページ〔監視（今後の取組み）〕において、サイバー犯罪等に関する
情報提供を行っている。

web 国民生活
審議会資
料
7-(1)-
94,P139

注１）「教育対象者」、「教育者」、「教育の場」は、資料等に明示的に示されていない場合は、文脈より判断して網掛けで表示している。（要確認）
注２）引用元･･Web「各省庁のホームページ」、ハンドブック･･「ハンドブック消費者2005」、国民生活審議会資料「消費者基本計画における具体的施策の検証・評価・監視」を参考に作成
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項目

安
全

契
約
・
取
引

情
報

環
境

全
般

幼 小 中 高 大
成
人

高
齢
者

教
員
講
師

学習者 学習支援者 学習の場

事業内容（具体的施策） 形態

備考（外
郭等の実
施主体、
共同実施
主体等）

引用元注

２）
想定される学習の場面等注１） 市民（消費者）への情報提供、普及・啓発、教育活動対象者領域

金融庁 ○学校における
金融経済教育の
推進＜契約・取
引＞

○ ○ ○ ○

小学生・中
学生・高校
生、教員な
ど

学校教員 小学校・中
学校・高等
学校

学校教育現場での活用を目的とし、学習指導要領に準拠した中学生・高校生向け金融経済教育の
副教材「わたしたちの生活と金融のはたらき」を作成し、全国の中学校、高等学校に配布すると
ともに、金融庁ホームページに掲載している。平成19年３月、改訂のうえ、中学校生徒用パンフ
レット、中学校教師用指導マニュアル、高校生徒用CD-ＲＯＭ、高校教師用指導マニュアルに再
編。,
高校３年生向けに金融経済教育のパンフレット「はじめての金融ガイド」を作成し、全国の高校
に配布するとともに、金融庁ホームページに掲載している。平成19年３月、改訂し、最新の法制
度やトラブル事例・トラブルに巻き込まれないための注意点を追加。
小学生向けに金融経済教育のパンフレット「くらしと金融」を作成し、金融庁ホームページに掲
載している。

教材
パンフ
レット
ＣＤ‐
ＲＯＭ
web

金融庁 ○学校における
指導者の育成＜
契約・取引＞

○ ○

中学・高校
教師

自主的に学
習する

中学校
高等学校

中学生・高校生向け副教材「わたしたちの生活と金融の働き」について、「教師の手引き」を作
成しており、全国の中学校、高等学校に配布した。

パンフ
レット
web

国民生活
審議会資
料
4-70,P96

金融庁 ○一般社会人向
け金融経済教育
の推進＜契約・
取引＞

○ ○ ○

一般消費者
（成人、高
齢者）

自主的に学
習する
財務局職員

老人クラ
ブ、地域の
婦人団体等
任意の場

（財）大蔵財務協会が作成した「2005 年新・くらしのアドバイス『この商品・あの取引のここ
に注意！』」（インターネット取引、外国為替証拠金取引、無認可共済、ヤミ金融に対する注意
点を記載。）を17 年3 月に購入し、全国の財務局等を通じて、老人クラブ、地域の婦人団体等
に配布した。また、財務局主催の講演会で配布している。
　新たにグレーゾーン金利等について記述を加えた「2006 年新・くらしのアドバイス『この商
品・あの取引のここに注意！』」を18 年3 月に購入し、全国の財務局に配布した(財務局より講
演等の機会を通じて一般消費者に広く配布）。
　平成19年３月、高校３年生向けパンフレット「はじめての金融ガイド」を改訂し、対象を一般
社会人にも拡大するとともに、法制度やトラブル事例・トラブルに巻き込まれないための注意点
を追加。

パンフ
レット

国民生活
審議会資
料
4-70,P96

金融庁 ○一般社会人向
けの情報発信＜
契約・取引＞

○ ○ ○

一般消費者
（成人、高
齢者）

自主的に学
習する

任意の場 ホームページの消費者情報コーナー「一般のみなさんへ」などを通して、金融に関する情報を提
供している。金融庁に関連した機関で行われている金融経済教育の試みをライフステージ別に解
説つきのリンク集として紹介している。（金融庁、日本銀行、財務省、内閣府、国税庁、金融広
報中央委員会、日本消費者金融協会、ＮＰＯ日本ファイナンシャル・プランナーズ協会などの金
融経済教育コンテンツへのリンク集）

web Web

金融庁 ○金融に関する
相談事例の公表
＜契約・取引＞ ○ ○ ○

一般消費者
（成人、高
齢者）

自主的に学
習する

任意の場 金融サービス利用者相談室に寄せられた相談件数や主な相談事例のポイントについて、金融庁
ホームページで四半期ごとに公表している。

web Web

金融庁 ○預金保険制度
の周知＜契約・
取引＞ ○ ○ ○

一般消費者
（成人、高
齢者）

自主的に学
習する
財務局の職
員

任意の場 預金保険制度のパンフレットについて、ペイオフ解禁後も預金保険制度に係る誤解等に基づく混
乱を来たさないよう、17 年12 月にパンフレットを刷新し、全国の財務局等を通じて、全国の地
方公共団体、商工会議所、税務署、図書館等へ約30 万部配布するとともにホームページに掲載
している。

パンフ
レット
web

金融庁 ○金融商品販売
法の周知＜契
約・取引＞

○ ○ ○

一般消費者
（成人、高
齢者）

自主的に学
習する、財
務局の職員

任意の場 「金融商品の販売等に関する法律」について、金融商品販売業者等の顧客に対する説明義務、説
明をしなかったことにより生じた損害賠償責任等を解説したパンフレットを作成し全国の財務局
へ配布している（財務局より講演等の機会を通じて広く一般に配布）。

パンフ
レット
web

ハンド
ブック
Ⅱ-3-①-
3),P167

注１）「教育対象者」、「教育者」、「教育の場」は、資料等に明示的に示されていない場合は、文脈より判断して網掛けで表示している。（要確認）
注２）引用元･･Web「各省庁のホームページ」、ハンドブック･･「ハンドブック消費者2005」、国民生活審議会資料「消費者基本計画における具体的施策の検証・評価・監視」を参考に作成
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環
境

全
般

幼 小 中 高 大
成
人

高
齢
者

教
員
講
師

学習者 学習支援者 学習の場

事業内容（具体的施策） 形態

備考（外
郭等の実
施主体、
共同実施
主体等）

引用元注

２）
想定される学習の場面等注１） 市民（消費者）への情報提供、普及・啓発、教育活動対象者領域

総務省 ○高度化、多様
化している電気
通信サービスに
係る被害を防止
するため＜情報
＞

○ ○ ○

保護者及び
教職員（希
望により児
童・生徒向
けの内容を
追加も可
能）

情報関連機
関（実施主
体、協力企
業）社員等

任意の場 総務省、文部科学省は関連機関等と共同でｅ－ネットキャラバン運営協議会を結成し、主に保護
者及び教職員向けにインターネットの安心・安全利用に向けた啓発を行うガイダンスのキャラバ
ンを１年間に1,000講座を目標に実施している。平成１７年度の関東地域及び東海地域での試行
結果を基に、平成１８年度から３年間、全国規模で本格実施。また、インターネットがもたらす
恩恵の他、ウイルス、迷惑メール、個人情報漏洩、架空請求詐欺などのトラブルなどに関する注
意喚起・情報提供を行っている。

講師派
遣

文部科学
省、（社）
電気通信事
業者協会、
（社）テレ
コムサービ
ス協会、
（社）日本
インター
ネットプロ
バイダー協
会、（社）
日本ケーブ
ルテレビ連
盟、（財）
インター
ネット協
会、（財）
マルチメ
ディア振興
センター

Web

総務省 ○電気通信サー
ビスに関する消
費者問題対応の
普及、啓発＜情
報＞

○ ○

一般消費者 総務省職員
等

任意の場 電気通信消費者相談センターが、電気通信サービスを利用の際のトラブル等について、電話相談
を受付している

電話 Web

総務省 ○電波環境保護
に関する意識啓
発＜情報＞ ○ ○

一般消費者
（成人）

総務省職員
等

任意の場 消費者の電波環境保護に関する意識の向上、放送受信障害に関する知識の普及を推進するため、
消費者の電波環境保護に関する意識の向上、放送受信障害に関する知識の普及を推進するため
「電波利用保護旬間（毎年6 月）」、「受信環境クリーン月間（毎年10 月）」を中心に広報活
動を行っている。

ハンド
ブック
Ⅱ-3-①-
4),P168

総務省 ○高度化、多様
化している電気
通信サービスに
係る被害を防止
し、安心して利
用できるようす
るため＜情報＞

○ ○

一般消費者 総務省職員
等

任意の場 高度化、多様化している電気通信サービスに係る利用者利益の保護を図り、電気通信サービスに
係る情報提供及び苦情相談窓口の周知啓発を目的としたパンフレット等を作成・配布。

パンフ
レット

ハンド
ブック
Ⅱ-3-①
4),P168

総務省 ○消費者への情
報提供手段の多
様化を図るため
＜情報＞

○ ○

一般消費者 特になし 任意の場 各種パンフレット等による情報提供を行うとともに、インターネットを利用した電気通信サービ
スに関する情報提供を行う。違法・有害情報対策、迷惑メール対策、個人情報保護、振り込め詐
欺対策などに関する情報提供を行う。

web ハンド
ブック
Ⅱ-3-①-
4),P168

注１）「教育対象者」、「教育者」、「教育の場」は、資料等に明示的に示されていない場合は、文脈より判断して網掛けで表示している。（要確認）
注２）引用元･･Web「各省庁のホームページ」、ハンドブック･･「ハンドブック消費者2005」、国民生活審議会資料「消費者基本計画における具体的施策の検証・評価・監視」を参考に作成
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郭等の実
施主体、
共同実施
主体等）

引用元注

２）
想定される学習の場面等注１） 市民（消費者）への情報提供、普及・啓発、教育活動対象者領域

総務省 ○放送に関わる
権利についての
意識啓発＜情報
＞

○ ○

一般消費
者（成
人）

総務省職
員等

任意の場 真実でない放送により権利を侵害された者を簡易・迅速に救済するための訂正放送制度の周知を
図るため、総務省のホームページにおいて訂正放送制度の概要について掲載し、広く広報啓発活
動を行っている。

ハンド
ブック
ハンド
ブック
Ⅱ-3-①
-4),P168

ハンド
ブック
ハンド
ブック
Ⅱ-3-①-
4),P168

法務省 ○「成年後見制
度」に関する情
報提供＜契約・
取引＞

○ ○

一般消費者
（成人）

特になし 任意の場 成年後見制度についての知識を普及させ、成年後見制度が社会において利用されるようにするた
め、成年後見制度に関するＷＥＢサイトや、成年後見制度等パンフレットを通じて情報提供が行
われている。

web、パ
ンフ
レット

Web

法務省 ○法教育の普及
及び発展＜契
約・取引＞

○ ○ ○

教育関係
者、法律専
門家，一般
市民など

教育関係
者、法律専
門家

シンポジウ
ム

法教育の普及及び発展、各地の取組を踏まえて、教育現場における法教育の実践方法、実践に際
しての教員と法律家の協働の在り方などをテーマとしたシンポジウムを開催している。

シンポ
ジウム

Web

法務省 ○法教育の普及
及び発展＜契
約・取引＞

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

生徒・学
生、教育関
係者、法律
専門家、一
般市民など

教育関係
者、法律専
門家

任意の場 法務省の法教育研究会は、平成１６年１１月、法教育の普及・発展に向けた報告書を作成し、あ
わせて、中学３年生を対象とした４つの法教育教材を作成した。そのうち１教材は、私法分野に
ついての学習機会の充実を図ることを目的とした「私法と消費者保護」と題する教材である。本
教育教材を全国の教育委員会、弁護士会、司法書士会などの機関に配布した。

書籍、
報告書

国民生活
審議会資
料
4-70,P97

法務省 ○法教育の推進
＜契約・取引＞

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

生徒・学
生、教育関
係者、法律
専門家、一
般市民など

教育関係
者、法律専
門家

協議会 法務省では、平成１７年５月、法教育研究会の報告の趣旨を踏まえつつ、法と社会・経済・政治
との関係を踏まえた法教育の位置づけの明確化、学校教育における法教育の実践と今後の取組み
等について、必要な情報交換をしつつ、今後のあり方を検討し、もって、わが国における法教育
を推進することを目的として、法教育推進協議会を発足させた。現在、これらの検討を精力的に
行うとともに、文部科学省、最高裁判所、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会等とも協力
しながら、その普及に向けたさまざまな取組みを行っている。

協議会 Web

文部科
学省

○消費者トラブ
ル・被害の防止
＜契約・取引＞

○ ○ ○ ○ ○

一般消費者
（成人）、
高校生・大
学生及びそ
の指導者

教育セン
ター職員、
公民館等社
会教育施設
職員、学校
等教職員

公民館等社
会教育施
設、学校等

財団法人消費者教育支援センターを委託先とし｢実践的・効果的な社会教育用『消費者教育教
材』開発・研究事業｣を実施。公民館等の社会教育施設において行われる｢消費生活に関わる講
座｣に活用可能な教材開発を行い、地域に広がる消費者トラブル・被害の防止を図ることを目的
としている。有識者（消費生活相談員、弁護士、研究者等）による消費者教育副読本作成委員会
を設置し、「みんなで創ろう賢い生活『悪質商法撃退マニュアル』」及びその指導書を作成。全
国の教育センター及び公民館、教育委員会等に配布した。教材は１万９千部、指導書については
３千部作成し、全国都道府県の消費生活センター、中央公民館、教育委員会等に配布した。

パンフ
レッ
ト、指
導書

国民生活
審議会資
料
4-70,P95

注１）「教育対象者」、「教育者」、「教育の場」は、資料等に明示的に示されていない場合は、文脈より判断して網掛けで表示している。（要確認）
注２）引用元･･Web「各省庁のホームページ」、ハンドブック･･「ハンドブック消費者2005」、国民生活審議会資料「消費者基本計画における具体的施策の検証・評価・監視」を参考に作成
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項目

安
全

契
約
・
取
引

情
報

環
境

全
般

幼 小 中 高 大
成
人

高
齢
者

教
員
講
師

学習者 学習支援者 学習の場

事業内容（具体的施策） 形態

備考（外
郭等の実
施主体、
共同実施
主体等）

引用元注

２）
想定される学習の場面等注１） 市民（消費者）への情報提供、普及・啓発、教育活動対象者領域

文部科
学省

情報社会を生き
るための教育の
充実<情報＞

小学生・中
学生及びそ
の保護者

保護者 家庭・地域 ○学校教育では、情報活用能力の育成や、学校や地域における体験活動などの取組を実施してい
る。
○地域においては、子どもや保護者を対象にインターネット上におけるマナーやルール、情報発
信の責任等について学ぶ機会を提供している。
○また、地域の実情に応じたフォーラムの開催、子どもや保護者向けのリーフレットを作成・配
布するなどの啓発活動事業を実施している。

学校教
育（体
験活
動）
社会教
育(講習
会）
フォー
ラム
紙媒体

Web

文化庁 学校における著
作権教育の推進
＜情報＞

○ ○ ○ ○ ○ ○

小学生・中
学生・高校
生及びその
保護者、教
職員

教職員、保
護者、自主
的に学習す
る、文化庁
職員

学校、家
庭、講習会

○学校における著作権教育を推進するため、楽しみながら学べる学習ソフトや中学生向けマンガ
の作成・提供、教職員向け講習会の開催、学校向け指導事例集や学校における教育活動と著作権
を解説したパンフレットの作成・提供及び著作権教育研究協力校による著作権教育の具体的手法
の研究開発を行っている。

webコン
テンツ、
マンガ教
材、講習
会、紙媒
体

Web

文化庁 著作権に関する
総合的普及啓発
＜情報＞

○ ○ ○ ○

国民一般 自主的に学
習する、文
化庁職員

家庭、企
業・大学、
講習会

○著作権に関するあらゆる質問に答えるデータベース「著作権なるほど質問箱」の開発・運用、
著作権講習会（国民一般向け、図書館職員向け、都道府県事務担当者向け）の開催、企業・大学
向けの映像による著作権資料の作成・提供を総合的に展開している。

webコン
テンツ
講習会

Web

文部科
学省

食生活学習の普
及・促進＜安全
＞

○ ○ ○

小学生・中
学生

学校教職員 小学校・中
学校

児童生徒が正しい知識を身に付け、自らの食生活を考え、望ましい食習慣の実践ができるよう
に、食生活学習教材の作成・配布を行っている。

Web

文部科
学省

＜契約・取引＞

○ ○

学生 教職員 大学、短期
大学、高等
専門学校

各大学等に対し、消費者被害に関するトラブル事例や対処方法及び各大学の取組み事例を示した
上で、注意喚起の通知を行うとともに、大学の学生指導担当教職員の会議や研修等の場におい
て、通知文の説明を行い、消費者被害の防止に努めるよう要請した。

文部科
学省

学校健康教育の
充実。薬物乱用
防止＜安全＞ ○ ○

高校生 学校教職員
等

高等学校 生徒が、医薬品の有効性や副作用及びその正しい使用法について理解できるようにしている。 Web

文部科
学省

環境教育・環境
学習の推進／エ
ネルギー教育の
推進＜環境＞

環境教育・
環境学習の
推進
エネルギー
教育の推進
＜環境＞

社会教育施
設職員、学
校教職員

小学校・中
学校・高等
学校

○国民の発達段階に応じ、あらゆる機会、社会教育を通じて環境教育の推進に必要な施策を講じ
ている。
○社会教育では、「社会教育活性化21世紀プラン」において、社会教育施設を中核に環境保全等
の課題解決のためのモデル事業を実施し、成果を全国に普及し啓発している。
○国民が環境の保全についての理解と関心を深めることができるようにする。
○子どもたちが環境について正しい理解を深め、環境を大切にし、環境の保全に配慮した行動が
取れるようにする。

フォー
ラム
学習プ
ログラ
ム
講習
会・講
座
web情報

Web

厚生労
働省

○食中毒の予
防、食品衛生の
考え方の普及＜
安全＞

○ ○

一般消費者
（成人）

自主的に学
習する、保
健所職員等

任意の場
（保健所
等）

ホームページ上で、消費者向け情報を提供している。「知っておきたい食品の表示」：（1)生鮮
食品の表示（原産地表示など）、（2)加工食品の表示（アレルギー物質を含む食品の原材料表示
など）、（3)有機食品の表示、（4)遺伝子組み換え食品の表示。

web 農林水産
省
公正取引
委員会

Web

注１）「教育対象者」、「教育者」、「教育の場」は、資料等に明示的に示されていない場合は、文脈より判断して網掛けで表示している。（要確認）
注２）引用元･･Web「各省庁のホームページ」、ハンドブック･･「ハンドブック消費者2005」、国民生活審議会資料「消費者基本計画における具体的施策の検証・評価・監視」を参考に作成
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項目

安
全

契
約
・
取
引

情
報

環
境

全
般

幼 小 中 高 大
成
人

高
齢
者

教
員
講
師

学習者 学習支援者 学習の場

事業内容（具体的施策） 形態

備考（外
郭等の実
施主体、
共同実施
主体等）

引用元注

２）
想定される学習の場面等注１） 市民（消費者）への情報提供、普及・啓発、教育活動対象者領域

厚生労
働省

○食中毒の予
防、食品衛生の
考え方の普及＜
安全＞ ○ ○

小学生 自主的に学
習する、保
護者等

任意の場
（家庭、学
校等）

子ども向けサイト「食品安全シリーズ」で食の安全について考える情報を提供している。「食品
の安全ってなに？」、「物質の摂取量と致死量、ＡＤＩについて」、「食品安全の工夫（フード
チェーン）」、「安全でない食品を食べる影響」など。

web Web

厚生労
働省

○食中毒の予
防、食品衛生の
考え方の普及＜
安全＞

○ ○

一般消費者
（成人）

食品衛生監
視員等

任意の場 食品について、毎年8 月に実施する「食品衛生月間」を中心として食中毒の予防、食品衛生の考
え方の普及等を図っている。国民に対する食品衛生思想の普及・啓発、食品の安全性に関する情
報提供及びリスクコミュニケーションの推進を図っている。

web 厚生労働
省、都道
府県、政
令市及び
特別区

ハンド
ブック
Ⅱ-3-①-
6),P168

厚生労
働省

○食中毒の予
防、食品衛生の
考え方の普及＜
安全＞ ○ ○

成人（妊産
婦）

自主的に学
習する、保
健所職員等

任意の場
（保健所
等）

パンフレット「これからママになるあなたへ」等で妊婦への魚介類の摂食と水銀に関する注意事
項等の情報を提供している。

パンフ
レット

Web

厚生労
働省

○食中毒の予
防、食品衛生の
考え方の普及＜
安全＞

○ ○

一般消費者
（成人）

自主的に学
習する、保
健所職員等

任意の場
（保健所
等）

パンフレット「遺伝子組換え食品の安全性について」等で消費者向け情報（遺伝子組換え食品の
安全性のチェック方法、見分け方などの解説）を提供している。

パンフ
レット

Web

厚生労
働省

○国民の健康を
保持増進＜安全
＞

○ ○

一般消費者
（成人）

厚生労働
省、都道府
県、日本薬
剤師会、都
道府県薬剤
師会

地域 医薬品について、毎年10 月に実施している「薬と健康の週間」を中心にその正しい使い方等に
ついて広報活動を行っている。

イベン
ト

ハンド
ブック
ハンド
ブック
Ⅱ-3-①-
6),P168

厚生労
働省

○国民の健康を
保持増進＜安全
＞ ○ ○

一般消費者
（成人）

保健所職員
等

保健所等に
おける健康
教室

保健所等における健康教育や健康相談等を通じて、消費者の食生活を始めとする生活習慣全般の
改善に必要な知識の普及、啓発を行っている。

講座 ハンド
ブック
Ⅱ-3-①-
6),P168

厚生労
働省

○国民の健康を
保持増進＜安全
＞

○ ○

一般消費者
（成人）

自主的に学
習する、保
健所職員等

任意の場
（保健所
等）

パンフレット等で消費者向け情報を提供している。「賢く選ぼう健康づくりのための食品の表
示」：健康食品に係る表示制度について説明。「ご存じですか？健康増進法の食品広告規制」：
健康食品に係る虚偽・誇大広告等の禁止制度について解説。

パンフ
レット

Web

厚生労
働省

○被害を未然に
防止するため＜
契約・取引＞ ○ ○

無職消費者
（成人）

自主的に学
習する

任意の場 「インチキ内職」について、家内労働法の周知徹底を目的としてリーフレットの作成・配布によ
る啓発を行っている。

パンフ
レット

ハンド
ブック
Ⅱ-3-①-
6),P168

農林水
産省

○消費者教育の
担い手育成＜安
全＞

○ ○

食料品消費
者モニター
PB（地域
リーダー候
補者）

農林水産省
及び地方農
政局消費者
担当職員

研修会 食料品消費モニターＯＢのうち、希望する者に対し、「食の安全」等に関する情報提供を行うと
ともに、食品の生産・流通・加工についての理解を深めてもらうこと等を目的とした現地研修会
の開催した。

研修会 国民生活
審議会資
料
4-67,P88

農林水
産省

○食の安全の普
及啓発のため＜
安全＞ ○ ○

一般消費者
（成人）

自主的に学
習する

農林水産省
及び地方農
政局「消費
者の部屋」

農林水産省及び地方農政局等の「消費者の部屋」又は「消費者コーナー」において情報提供及び
啓発を行っているほか、パネル等を使って特別展示を行っている。パンフレットの提供、関連資
料の閲覧している。

展示
パンフ
レット

本省及び
地方農政
局

Web

注１）「教育対象者」、「教育者」、「教育の場」は、資料等に明示的に示されていない場合は、文脈より判断して網掛けで表示している。（要確認）
注２）引用元･･Web「各省庁のホームページ」、ハンドブック･･「ハンドブック消費者2005」、国民生活審議会資料「消費者基本計画における具体的施策の検証・評価・監視」を参考に作成
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項目

安
全

契
約
・
取
引

情
報

環
境

全
般

幼 小 中 高 大
成
人

高
齢
者

教
員
講
師

学習者 学習支援者 学習の場

事業内容（具体的施策） 形態

備考（外
郭等の実
施主体、
共同実施
主体等）

引用元注

２）
想定される学習の場面等注１） 市民（消費者）への情報提供、普及・啓発、教育活動対象者領域

農林水
産省

○食の安全の普
及啓発のため＜
安全＞

○ ○

一般消費者
（成人）

自主的に学
習する

任意の場 ホームページ上において、食の安全に関する情報を提供している。「安全で健やかな食生活を送
るために ～家庭でできること～」、「牛海綿状脳症（ＢＳＥ）について」、「鳥インフルエン
ザに関する情報」、「遺伝子組換え技術の情報サイト」。

web Web

農林水
産省

○食の安全の普
及啓発のため＜
安全＞ ○ ○ ○

小学生、中
学生

農林水産省
及び地方農
政局消費者
担当職員

農林水産省
及び地方農
政局「消費
者の部屋」

訪問生徒に対して、講義を行っている。また、電話相談に答えている。 講義、
電話相
談

本省及び
地方農政
局

Web

農林水
産省

○食の安全の普
及啓発のため＜
安全＞ ○ ○ ○

一般消費者
（成人）

自主的に学
習する、保
護者

学校・家庭 ホームページ上に子ども相談Ｑ＆Ａ（食品の種類、作り方、原産地などについて）を掲載してい
る。

web 本省及び
地方農政
局

Web

農林水
産省

○食の安全の普
及啓発のため＜
安全＞ ○ ○

一般消費者
（成人）

自主的に学
習する

任意の場 「食の安全・安心情報交流ひろば」においてホームページ、メールマガジン等で消費者への情報
提供（「食の安全・安心Q&A」、「食品表示に関する情報」、「JAS規格に関する情報」、「事業
者の取り組み」）を行っている。

web （独）農
林水産消
費技術セ
ンター

Web

農林水
産省

○食の安全の普
及啓発のため＜
安全＞ ○ ○

一般消費者
（成人）

（独）農林
水産消費技
術センター
職員他

講演会 食の安全に関する講演会等（加工食品品質表示基準、食品表示と食の安全安心について、
ISO9000、Codexについてなど）を実施している。

講演会 （独）農
林水産消
費技術セ
ンター

Web

経済産
業省

○若年層の悪質
商法等に対する
意識啓発＜契
約・取引＞

○ ○ ○ ○

高校生、大
学生、新入
社員

高校教諭、
大学職員、
企業人事担
当等

学校の授
業、成人
式、新入社
員研修の場
等

若者が遭いやすいトラブルを未然に防止するとともに早期解決を図るために、悪質商法の手口と
その対処法等を主な内容とする教材（パンフレット）「どうする！？こんなとき」（H17配布：
高校生向け教材（パンフレット）：約97万部）、「契約はよく理解して慎重に」（H17配布：新
成人向け教材（パンフレット）：約140万部）を作成し、学校の授業や成人式、新入社員向け研
修での活用に向けて配布した。また、平成16年度までに作成した若者向け啓発ビデオを、学校・
企業等に配布・貸出を行った（H17年度 約３００社配布）。

パンフ
レッ
ト、ビ
デオ

国民生活
審議会資
料
4-70,P99

経済産
業省

○高齢者の消費
者トラブルに対
する意識啓発＜
契約・取引＞

○ ○

高齢者 自主的に学
習する、自
治体職員等

任意の場 地方自治体が行っている出前講座等での活用により、高齢者の消費者トラブルを未然に防止する
とともに早期解決を図るために、住宅リフォームの訪問販売など、高齢者にトラブルが多い悪質
商法の具体的な手口等についての教材（パンフレット）「こんどはあなたがカモになるかも」、
及びビデオ「三遊亭楽太郎の悪質商法カンタン撃退法」を作成し、全国の地方自治体等に配布し
た（H17年度配布：高齢者向け教材（パンフレット）：約78万部、（ビデオ）：約1、000本）。

パンフ
レッ
ト、ビ
デオ

国民生活
審議会資
料
4-70,P99

経済産
業省

○指導書等の普
及＜契約・取引
＞

○ ○

消費者相談
員、介護ヘ
ルパー、民
生委員等

自主的に学
習する、
リーダー研
修会の講師
等

研修会など 消費者相談員や介護ヘルパー、民生委員等を対象に、啓発対象者に興味を持って聞いてもらうた
めの方法等、身近な高齢者を見守る際に参考となる啓発ノウハウをまとめた資料(教材)を作成し
た。「あなたもできる出前講座-高齢者を悪質業者から守るために」などの情報をホームページ
上で公開している。

資料
（指導
書）

国民生活
審議会資
料
4-70,P99

経済産
業省

○消費者の知
識・意識の向上
＜安全＞

○ ○

一般消費者
（成人）

自主的に学
習する

任意の場 経済産業省の行っている消費者保護施策や商品・サービスあるいは契約に関する情報を一般消費
者に浸透させ、消費者の知識・意識の向上を図るため「消費者政策」のホームページ上で、「消
費者取引」と「製品安全」に関する情報提供、経済産業省の消費者政策に関する情報提供を行っ
ている。

web ハンド
ブック
Ⅱ-3-①-
7),P168

注１）「教育対象者」、「教育者」、「教育の場」は、資料等に明示的に示されていない場合は、文脈より判断して網掛けで表示している。（要確認）
注２）引用元･･Web「各省庁のホームページ」、ハンドブック･･「ハンドブック消費者2005」、国民生活審議会資料「消費者基本計画における具体的施策の検証・評価・監視」を参考に作成

1
2
3



項目

安
全

契
約
・
取
引

情
報

環
境

全
般

幼 小 中 高 大
成
人

高
齢
者

教
員
講
師

学習者 学習支援者 学習の場

事業内容（具体的施策） 形態

備考（外
郭等の実
施主体、
共同実施
主体等）

引用元注

２）
想定される学習の場面等注１） 市民（消費者）への情報提供、普及・啓発、教育活動対象者領域

経済産
業省

○消費者の知
識・意識の向上
＜安全＞

○ ○

一般消費者
（成人）

自主的に学
習する

任意の場 経済産業省の行っている消費者保護施策や商品・サービスあるいは契約に関する情報を一般消費
者に浸透させ、消費者の知識・意識の向上を図るため「消費者政策」のホームページ上で情報提
供を行っている。製品安全の確保／製品安全４法の執行強化、製品安全４法（消費生活用製品安
全法、電気用品安全法、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
等）に関する情報提供（事故情報、リコール、回収情報等）を行っている。製品安全４法上の検
査機関の登録にあたってのISO/IECガイド65の適用関係についての製品安全４法パンフレットを
配布している。

web 本省及び
（独）製
品評価技
術基盤機
構

Web

国土交
通省

○自動車の安全
に関する意識啓
発、情報提供＜
安全＞

○ ○

一般消費者
（成人）

特になし 職域 「自動車点検整備推進運動」において、自動車点検フェスティバルの開催や、パンフレット、ポ
スターなどによる情報提供を通じ、適切な点検整備の実施について啓発を行っている。

パンフ
レッ
ト、ポ
スター

(社)日本
自動車整
備振興会
連合会、
（社）日
本自動車

ハンド
ブック
Ⅱ-3-①-
9),P169

国土交
通省

○自動車のリ
コールに関する
意識啓発、情報
提供＜安全＞

○ ○

一般消費者
（成人）

特になし 任意の場 リコールの適正な実施を図るため、自動車不具合情報ホットラインへの不具合情報の提供を呼び
かけている。リコールに係る情報をホームページにて情報提供している。

web 省庁から
の情報提
供

国土交
通省

○プレジャー
ボートの安全に
関する意識啓
発、情報提供＜
安全＞ ○ ○

一般消費者
（成人）

特になし 家庭 各地方運輸局に「プレジャーボート相談窓口」を設置し、舟艇利用者に対する情報提供、利用者
相談を行っている。

web ハンド
ブック
ハンド
ブック
Ⅱ-3-①-
9),P169

国土交
通省

○マンションの
耐震性に関する
意識啓発、情報
提供＜安全＞ ○ ○

一般消費者
（成人）

特になし 家庭 「マンションの耐震性等についてのＱ＆Ａ」をＷＥＢサイトに掲載している。（マンションの耐
震性の確認方法、構造計算書の入手方法、耐震診断費用、退去が必要な建築物の耐震性など、よ
くある質問についてその回答を掲載している。）

web 国民生活
審議会資
料
9-
123,P186

環境省 ○環境教育・環
境保全活動の推
進＜環境＞

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一般消費者
（成人）、
児童から高
齢者まで全
般

事例等から
自主的に学
習する

家庭 環境に配慮した消費行動に関する情報・教材の提供として「我が家の環境大臣」ホームページ
（http://www.eco-family.jp/）を平成17 年6 月より開設している。家庭において環境保全に関
する取組等を行う家庭（世帯）を「エコファミリー」、その家庭の代表者を「我が家の環境大
臣」として登録し支援している。ホームページ上で、環境に配慮した消費行動のポイントの紹介
や各家庭から寄せられたアイデアの掲載等を行っている。また環境に配慮した生活のポイントを
まとめた教材や情報誌を作成し、我が家の環境大臣事業登録者へ配付した。

web 国民生活
審議会資
料
4-69,P90

環境省 ○環境教育の指
導者育成＜環境
＞

○ ○

環境教育指
導者（地域
の指導者、
学校教職員
等）

自主的に学
習する

学校、地域 環境学習について指導者向けのプログラム集として環境学習ＣＤ－ＲＯＭを配布している。平成
15 年度末より各都道府県、政令指定都市の環境部局や教育委員会、教育事務所へ希望部数を配
布した。また、環境省主催のイベント等でも配布している。

CD-R 国民生活
審議会資
料
4-
70.P101

環境省 ○環境教育・環
境保全に関する
意識啓発＜環境
＞ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一般消費者
（成人）、
児童から高
齢者まで全
般

事例等から
自主的に学
習する

任意の場 環境教育・環境学習に関する知識、場、教材、事例等に係る情報を収集し、その情報を環境学習
データベースとしてインターネットにより提供している。対象別（指導者、こども、家庭、事業
者向け）、内容別（環境教育概説、学習目標別の教育プログラムの例示など）などに分類し、情
報提供をしている。

web 国民生活
審議会資
料
4-
70.P101

注１）「教育対象者」、「教育者」、「教育の場」は、資料等に明示的に示されていない場合は、文脈より判断して網掛けで表示している。（要確認）
注２）引用元･･Web「各省庁のホームページ」、ハンドブック･･「ハンドブック消費者2005」、国民生活審議会資料「消費者基本計画における具体的施策の検証・評価・監視」を参考に作成
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項目

安
全

契
約
・
取
引

情
報

環
境

全
般

幼 小 中 高 大
成
人

高
齢
者

教
員
講
師

学習者 学習支援者 学習の場

事業内容（具体的施策） 形態

備考（外
郭等の実
施主体、
共同実施
主体等）

引用元注

２）
想定される学習の場面等注１） 市民（消費者）への情報提供、普及・啓発、教育活動対象者領域

環境省 ○環境教育・環
境保全に関する
意識啓発＜環境
＞

○ ○

一般消費者
（成人）

自主的に学
習する

任意の場 環境基本法、循環型社会形成推進基本法で義務づけられた年次報告書（環境白書、循環型社会白
書）を毎年作成している。

書籍、
web

国民生活
審議会資
料
4-
70.P101

環境省 ○環境教育・環
境保全に関する
意識啓発＜環境
＞

○ ○

事業者、一
般消費者
（成人）

各種活動か
ら自主的に
学習

家庭・地域 家庭からのごみのリデュースを始めとする３Ｒの取組を推進するためには、国民のライフスタイ
ルを見直していくことが不可欠となっている。このためには製造事業者や販売事業者において
も、使い捨て製品や過剰包装使用の自粛、詰め替え製品や簡易包装の推進、製品の長寿命化、リ
ユースやリサイクルしやすい商品設計等、できるだけ環境負荷の低い製品の開発・提供が必要で
あり、消費者とのパートナーシップによりレジ袋の削減や環境負荷の低い商品の普及に努めてい
くことが重要となる。国や地方公共団体は、こうした取組を支援するために必要となる情報の提
供や、環境教育、普及啓発活動を実施していく必要があり、こうした普及・啓発の取組の一例と
して、３Ｒを推進し、ごみを減らしていくライフスタイルである「リ・スタイル（Re-Style）」
をキーワードとした活動を紹介するWEBマガジン「Re-Style」を平成14年６月に開設している
（H17年度アクセス件数は約89万件）。

web 国民生活
審議会資
料
4-
70.P102

環境省 ○環境教育・環
境保全に関する
意識啓発＜環境
＞ ○ ○ ○

小学生・中
学生

小学校・中
学校教職員

小学校・中
学校

こども環境白書、図で見る環境白書等（（ア）環境問題について（イ）消費に係る環境負荷
（ウ）情報の活用方法などを紹介）を作成し、小中学校等へ配布及び実費での頒布をしている。

書籍、
web

国民生活
審議会資
料、Web
4-
70.P101

環境省 ○環境教育・環
境保全に関する
意識啓発＜環境
＞

○ ○ ○ ○ ○

幼児、小学
生、中学
生、高校生

地域の指導
者、学校教
職員等

地域、学
校、家庭

各種環境問題に関する理解と協力を得るため、パンフレットの作成・配布等を通じての普及啓発
活動を行っている。イベント・募集情報：こどもエコクラブ、全国一斉活動「エコロジカルあく
しょん大作戦！」。環境アクション：「こどもエコクラブ」（小・中学生が参加できる環境活動
クラブ）、「子どもパークレンジャー」（国立公園などのパトロールや、動物や植物の調査を行
う）、「スターウォッチング」（星空の上手な楽しみ方のヒントを紹介）、「ExTEND野生生物観
察隊」（身近な生き物を観察してみよう！） 、「川の生き物を調べよう～全国水生生物調査
～」（川にすむ生き物を調べることで、水質を判定する調査）、「こどもホタレンジャー」（ホ
タルの子どもが楽しくくらせる川や湖を守る）、「身近な生きもの調査」（身近な生き物観
察）。

パンフ
レッ
ト、web
等

ハンド
ブック
Ⅱ-3-①-
10),P168

環境省 ○環境教育・環
境保全に関する
意識啓発、活動
支援＜環境＞

○ ○ ○ ○ ○

幼児、小学
生、中学
生、高校生

地域の指導
者、学校教
職員等

地域、学
校、家庭

平成7年度から「こどもエコクラブ」事業を通じて、地域における子どもたちの自主的な環境学
習や実践活動を支援している。2人以上の仲間（メンバー）と、活動を支える1人以上の大人（サ
ポーター）で構成される。自然観察、リサイクル活動などの自注的な活動に対するアドバイスや
講師派遣等の支援を行う。こどもエコクラブの活動を広く各界各層のパートナーシップの下で展
開するため、こどもエコクラブ全国事務局では、平成８年度から「こどもエコクラブパートナー
シッププログラム」として、全国の企業・民間団体等に対してこどもエコクラブ事業への参加と
協力を呼びかけている。

講師派
遣、場
の提供
など
様々な
形態で
の支援

（財）日
本環境協
会

Web

環境省 ○環境教育・環
境保全に関する
意識啓発＜環境
＞

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一般消費者
（成人）、
児童から高
齢者まで全
般

自主的に学
習する

任意の場 各種リサイクル法（容器包装リサイクル法等）の普及啓発のため、ポスターやパンフレット等を
作成し、関係機関に配布している。

ポス
ター、
パンフ
レット

国民生活
審議会資
料
4-
70.P101

注１）「教育対象者」、「教育者」、「教育の場」は、資料等に明示的に示されていない場合は、文脈より判断して網掛けで表示している。（要確認）
注２）引用元･･Web「各省庁のホームページ」、ハンドブック･･「ハンドブック消費者2005」、国民生活審議会資料「消費者基本計画における具体的施策の検証・評価・監視」を参考に作成
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項目

安
全

契
約
・
取
引

情
報

環
境

全
般

幼 小 中 高 大
成
人

高
齢
者

教
員
講
師

学習者 学習支援者 学習の場

事業内容（具体的施策） 形態

備考（外
郭等の実
施主体、
共同実施
主体等）

引用元注

２）
想定される学習の場面等注１） 市民（消費者）への情報提供、普及・啓発、教育活動対象者領域

環境省 ○環境教育・環
境保全活動の推
進＜環境＞ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一般消費者
（成人）、
児童から高
齢者まで全
般

自主的に学
習する

家庭・地域 容器包装の３Ｒを進めるためのシンボルとして、素材にペットボトルを再利用した布地を使った
「もったいないふろしき」を作り、ふろしきの利用を呼びかけている。

ふろし
きの貸
出等に
よる行
動提案

国民生活
審議会資
料
4-
70.P101

環境省 ○環境教育・環
境保全活動の推
進＜環境＞

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一般消費者
（成人）、
児童から高
齢者まで全
般

自主的に学
習する

家庭・地
域、企業

電気・ガスの使用量から家庭から出る二酸化炭素量等を簡単に計算できる「えこ帳」や、日常生
活を環境にやさしいものに変えていくために有用な情報等を提供するライフスタイルマガジン
「Peco（ピーエコ）」（年２回発行）を、企業や地域の団体などにそれぞれ約10 万世帯に配布
した。

パンフ
レット

国民生活
審議会資
料
4-
70.P102

環境省 ○環境保全活動
の推進＜環境＞

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一般消費者
（成人）、
児童から高
齢者まで全
般

特になし 家庭・地域 良好な環境を維持し、消費者の生活や健康を守るため（財）日本環境協会において、環境省と連
携を図りつつ「エコマーク」事業を実施している

マーク
の普及

（財）日
本環境協
会

ハンド
ブック
Ⅱ-3-①-
10),P169

環境省 ○環境教育・環
境保全に関する
意識啓発＜環境
＞ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一般消費者
（成人）、
児童から高
齢者まで全
般

特になし 家庭・地域 地球温暖化に関する理解を深め、地球温暖化防止に向けた取組を一層促進するため、国民的事業
として「地球温暖化を防ぐ4 つのチャレンジ」運動の推進等を図るとともに、毎年12 月を「地
球温暖化防止月間」に指定し、普及・啓発を進めている。

パンフ
レッ
ト、ポ
スター
他様々
な形態
での普

全国地球
温暖化防
止活動推
進セン
ター

ハンド
ブック
Ⅱ-3-①-
10),P169

金融広
報中央
委員会

○若年層に対す
る金融知識の増
進、金融に対す
る興味関心の喚
起＜契約・取引
＞

○ ○ ○

小学生、中
学生

自主的に学
習する

家庭 金融教育を楽しく学ぶことのできる教材を提供することで、金融に関心を持ってもらうため、
Web上でクイズ形式の金融教育教材「クイズで学ぼう」を毎月更新している。

web Web

金融広
報中央
委員会

○成人に対する
金融知識の増
進、金融に対す
る興味関心の喚
起＜契約・取引
＞

○ ○

一般消費者
（成人）

特になし 家庭 生活設計や関連情報に関心をもってもらうため、Web上でシミュレーションソフトを公開してい
る。生活設計シミュレーション、年金シミュレーション等。

web 省庁から
の情報提
供

金融広
報中央
委員会

○成人に対する
金融知識の増
進、金融に対す
る興味関心の喚
起＜契約・取引
＞ ○ ○

一般消費者
（成人）

特になし 公共施設 金融知識を身につけ、金融に関する消費者トラブルを未然に防止してもらうため、「全国キャラ
バン金融講座」を実施しているほか、全国各地で「金融広報アドバイザー」による講座・講習会
を実施している。また、一般消費者の自発的なグループ学習を支援するため「金融学習グルー
プ」の委嘱を行っているほか、地域全体で金融学習を推進してもらうため「金融学習特別推進地
区」を委嘱している。

講演
会・講
習会・
学習グ
ルー
プ・特
別地区
の委嘱

都道府県
金融広報
委員会

省庁から
の情報提
供

金融広
報中央
委員会

○金融知識の増
進、金融教育に
対する興味関心
の喚起＜契約・
取引＞ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一般消費者
（成人）、
児童・生
徒・保護
者・教員

専門家講師
等

公共施設 金融教育に対する興味関心を高めてもらうため、「金融教育フェスティバル」を実施している。 シンポ
ジウ
ム、見
本市、
模擬授
業

省庁から
の情報提
供

注１）「教育対象者」、「教育者」、「教育の場」は、資料等に明示的に示されていない場合は、文脈より判断して網掛けで表示している。（要確認）
注２）引用元･･Web「各省庁のホームページ」、ハンドブック･･「ハンドブック消費者2005」、国民生活審議会資料「消費者基本計画における具体的施策の検証・評価・監視」を参考に作成
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項目

安
全

契
約
・
取
引

情
報

環
境

全
般

幼 小 中 高 大
成
人

高
齢
者

教
員
講
師

学習者 学習支援者 学習の場

事業内容（具体的施策） 形態

備考（外
郭等の実
施主体、
共同実施
主体等）

引用元注

２）
想定される学習の場面等注１） 市民（消費者）への情報提供、普及・啓発、教育活動対象者領域

金融広
報中央
委員会

○金融教育にお
ける映像教材の
提供＜契約・取
引＞

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一般消費者
（成人）、
児童から高
齢者まで全
般

特になし 公民館等社
会教育施
設・学校・
家庭・地域

金融教育に関する映像教材を誰もが手軽に利用することができるようにするため、金融教育関連
ビデオのオンラインスストリーミング及び貸し出しが行われている。
・知るポルトシアター（シアターで見ることができるビデオを製作・貸出している。子ども向け
にはお金の無駄使いについて学ぶ「UFOにつかまった子供たち」、「ホシガリ姫の冒険（ぼうけ
ん）」等、小中学生向けには「100万円あったら、どうする？」、一般向けには「金融教育フェ
スティバル」「徹底検証！ペイオフの基礎知識」、「お金は回る─くらしと金融─ 」などを製
作している。）
・ビデオ貸出サービス（金融商品等について学べるビデオを製作し、Webでオンラインストリー
ミングできるようにしている。）

web、ビ
デオ

Web

金融広
報中央
委員会

○金融教育にお
ける映像教材の
提供＜契約・取
引＞

○ ○ ○ ○

高校生・大
学生・社会
人

特になし 任意の場 金融商品等について学べるビデオを作成している。
・「徹底検証！ペイオフの基礎知識」（預金保険制度について専門家が丁寧に解説。）
・「That's預金保険制度」（預金保険制度をテーマとするクイズ番組が作られるという設定で、
制度についてわかりやすく解説。平成14年12月の法改正を踏まえた改訂版。）
・「What's自己責任」（２組の対照的なカップルが織りなす資産活用劇を通じて、金融商品選択
の際のポイントや最低限必要なリスクマネジメントの知識を深め、資産運用に対する自己責任に
ついて考えてもらうことを狙いとしたビデオ。）
・（「ビックバンファミリー」ある家族が金融ビッグバンについて夢の中で学んでいくストー
リーのビデオ。）

ビデオ 省庁から
の情報提
供

金融広
報中央
委員会

○金融教育関連
情報の体系的な
整理と提供＜契
約・取引＞

○ ○ ○ ○

高校生・大
学生・社会
人

特になし 公民館等社
会教育施
設・学校・
家庭・地域

金融教育に関する情報がどこにどのような形で提供されているかに関して、情報をまとめて分か
りやすく提供するため、金融教育の総合的インデックスを作成し、どのような情報がどこにある
か、どのように教育を行えばよいかを体系的にまとめ、紹介している。
・「金融学習ナビゲーター」（各団体、ＮＰＯ法人、官庁が提供している金融に関する消費者教
育についての学習教材や、各種事業などに関する情報を収録。対象となる年齢層、入手方法、連
絡先などを検索しやすい構成で紹介している。）
・「くらしとおかね」（暮らしに役立つ身近な金融経済情報をテーマに編集した金融広報中央委
員会の機関誌を発行している。）
・「金融商品なんでも百科」（数多い金融商品の種類や特色をわかりやすく解説。ライフプラン
に合わせた金融商品の組み合わせや金融機関の選び方のポイントをコンパクトにまとめたガイド
ブック。）
・「暮らしと金融なんでもデータ」（暮らしと金融、生活設計に関連した主要なデータを幅広く
収録した統計集。）

web、パ
ンフ
レット

Web

金融広
報中央
委員会

○金融教育関連
情報の提供＜契
約・取引＞ ○ ○ ○ ○

高校生・大
学生・社会
人

特になし 任意の場 金融教育について学べるコーナーをWeb上に設け、参考資料を提供している。
・「ビギナーズのためのファイナンス入門」（金融や経済、契約やカードに関する基礎知識と金
融経済用語をわかりやすく解説した参考書。）

web、パ
ンフ
レット

Web

金融広
報中央
委員会

○金融教育関連
情報の提供＜契
約・取引＞ ○ ○ ○ ○

小学生･中
学生・高校
生

特になし 任意の場 金融教育について学べるコーナーをWeb上に設け、参考資料を提供している。
・「１０代のためのマネー入門」（お金の役割や契約・カードなどに関する基礎知識と共に金融
経済用語をわかりやすく解説した参考書。）

web、パ
ンフ
レット

Web

金融広
報中央
委員会

○金融教育関連
情報の提供＜契
約・取引＞

○ ○ ○

小学生･中
学生

特になし 任意の場 金融教育について学べるコーナーをWeb上に設け、参考資料を提供している。
・「１００万円あったら、どうする？【マンガ版】」（お金の役割、契約･カードに対する知識
などについて、楽しく学べるようにマンガで解説した小･中学生向け冊子。）
・「マネー君と学ぼう！お金の上手な使い方」（お金の役割や上手な使い方などについてわかり
やすくマンガで説明した小･中学生向けの冊子。）
・「お金の役割って何だろう？」（お金の使い方や役割を、社会のしくみを通して正しく理解
し、将来の夢や目標を育てていくための小･中学生向けの金銭教育マンガ冊子。）

web、パ
ンフ
レット

Web

注１）「教育対象者」、「教育者」、「教育の場」は、資料等に明示的に示されていない場合は、文脈より判断して網掛けで表示している。（要確認）
注２）引用元･･Web「各省庁のホームページ」、ハンドブック･･「ハンドブック消費者2005」、国民生活審議会資料「消費者基本計画における具体的施策の検証・評価・監視」を参考に作成
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項目

安
全

契
約
・
取
引

情
報

環
境

全
般

幼 小 中 高 大
成
人

高
齢
者

教
員
講
師

学習者 学習支援者 学習の場

事業内容（具体的施策） 形態

備考（外
郭等の実
施主体、
共同実施
主体等）

引用元注

２）
想定される学習の場面等注１） 市民（消費者）への情報提供、普及・啓発、教育活動対象者領域

金融広
報中央
委員会

○資産保護に関
する情報の提供
＜契約・取引＞

○ ○ ○ ○

高校生・大
学生・社会
人

特になし 銀行等の窓
口で入手
し、任意の
場で学ぶ

資産保護について学べる次のようなパンフレットを作成している。
・「預金保険制度」（預金保険の基本的なしくみや役割をＱ＆Ａ形式でわかりやすく解説したパ
ンフレット。）
・「金融商品の保護」（預金・証券・保険の各種金融商品の保護について、網羅的に解説したパ
ンフレット。）

web、パ
ンフ
レット

省庁から
の情報提
供

金融広
報中央
委員会

○金融商品に関
する情報の提供
＜契約・取引＞

○ ○ ○ ○

高校生・大
学生・社会
人

特になし 任意の場 金融商品について学べるパンフレットを作成している。
・「多重債務者に陥らないために！」（最近急増している多重債務の問題について、様々な事例
を紹介しその深刻さへの認識を喚起し、多重債務に陥らないための注意点や対処法をわかりやす
く解説したパンフレット。）
・「はやわかり金融商品販売法」（金融をめぐるトラブルの発生防止や消費者保護を目的に、平
成１３年４月施行の金融商品販売法について、消費者の視点に立ち、具体例を交えつつわかりや
すく解説したパンフレット。）

web、パ
ンフ
レット

省庁から
の情報提
供

金融広
報中央
委員会

○生活設計等に
関する情報提供
＜契約・取引＞

○ ○ ○ ○

高校生・大
学生・社会
人

特になし 任意の場 生活設計について学べるパンフレットを作成している。
・「明るい生活の家計簿～ステップワン～」（合理的な生活を育む手がかりとして役立てていた
だくことを目的に製作。環境家計簿としても利用できるもの。）
・「家計夢ノート～ステップワン～」（記帳項目を絞った３ヶ月の家計簿。クレジットカードの
状況を記帳できるほか、環境家計簿としても利用可。）
・「わが家の生活設計表～作成のしおり付～」（子どもの教育・結婚、住宅の取得、老後などに
備えて、長期の生活設計をたてるための計画表。）

web、パ
ンフ
レット

省庁から
の情報提
供

金融広
報中央
委員会

○金融教育の市
民への通信教育
の提供＜契約・
取引＞

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一般消費者
（成人）、
児童から高
齢者まで全
般

自主的に学
習する

家庭 継続的な金融教育を地域を問わず市民に提供するため、一般市民を対象とした金融通信教育講座
「くらしに身近な金融講座」を実施している。

通信教
育

Web

金融広
報中央
委員会

○高校生に対す
る金融教育教材
の提供と論文コ
ンクールの実施
＜契約・取引＞

○ ○

高校生 自主的に学
習する

家庭 高校生が読み物として学ぶことのできる金融教育教材を提供することで、学生の意識を高め、コ
ンクールへの参加を促すため、金融教育読み物による学習プログラムの提供と、それらのプログ
ラムに基づいた高校生向け金融論文コンクールを実施している。

web Web

金融広
報中央
委員会

○中学生に対す
る金融教育教材
の提供と作文コ
ンクールの実施
＜契約・取引＞

○ ○

中学生 自主的に学
習する

家庭 中学生が読み物として学ぶことのできる金融教育教材を提供することで、生徒の意識を高め、コ
ンクールへの参加を促すため、金融教育読み物による学習プログラムの提供と、それらのプログ
ラムに基づいた中学生向け作文コンクールを実施している。

web 省庁から
の情報提
供

金融広
報中央
委員会

○家庭における
金融教育の推進
＜契約・取引＞

○ ○ ○

小学生、中
学生

親 家庭 家庭における金融・金銭教育の質を向上させ、誰もが家庭において金融教育に取り組みことを容
易にするため、家庭における金融教育に用いることのできる金融教育教材が提供されている。
・「What's 金銭教育？」（金融教育の概念について説明したもの）
・「わが家の金銭教育」（家庭で子どもに金融教育を教えるための、Ｑ＆Ａ）
・「金融教育のすすめ」（金融教育の必要性や教えるべき内容等について説明したもの）

web Web

注１）「教育対象者」、「教育者」、「教育の場」は、資料等に明示的に示されていない場合は、文脈より判断して網掛けで表示している。（要確認）
注２）引用元･･Web「各省庁のホームページ」、ハンドブック･･「ハンドブック消費者2005」、国民生活審議会資料「消費者基本計画における具体的施策の検証・評価・監視」を参考に作成
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項目

安
全

契
約
・
取
引

情
報

環
境

全
般

幼 小 中 高 大
成
人

高
齢
者

教
員
講
師

学習者 学習支援者 学習の場

事業内容（具体的施策） 形態

備考（外
郭等の実
施主体、
共同実施
主体等）

引用元注

２）
想定される学習の場面等注１） 市民（消費者）への情報提供、普及・啓発、教育活動対象者領域

金融広
報中央
委員会

○学校教育にお
ける金融教育の
推進＜契約・取
引＞

○ ○

学校教職員 金融教育関
係者

セミナー等 学校における教員の教育能力を高めるため、金融・金銭教育に関する教材やその利用方法につい
て情報提供。金融教育プログラム、金融教育ガイドブック、公開講座、教員向けセミナー、指導
教材等の学校における金融教育に必要な情報を提供している。
・「金融教育プログラム～社会の中で生きる力を育む授業とは～」（小学校から高校までの金融
教育の進め方について、そのねらいや内容、指導計画の作成方法、教材の工夫や評価の方法につ
いて詳しく述べるとともに、これらの学校段階における優れた指導計画例を紹介。）
・「金融教育ガイドブック～学校における実践事例集」（幼稚園から高校までの金融教育の実践
事例を紹介した教育者向け冊子。金融教育に熱心な先生方や金銭･金融教育研究校の取り組みな
ど体験に基づく実践的な学習、話し合い、ゲームなどを中心として４５の指導事例を収録。）
・「金融教育公開授業（全国リレー講座）」（全国各地の幼稚園、小・中・高校で金融を学ぶ公
開授業をリレー開催。金融教育に関する授業を実際に紹介している。）
・「教員のための金融教育セミナー」（全国の高等学校、中学校、小学校の教員を対象に、平成
18年度「教員のための金融教育セミナー」を開催。なお、都道府県金融広報委員会では、同様の
目的で、「金融に関する消費者教育セミナー」を開催しているほか、研究校を中心とする教育関
係者の研究内容の共有等を図るため、「金融教育協議会」、「金銭教育協議会」を開催してい
る。）
・「学校における金銭教育の進め方」（新学習指導要領における各教科、道徳、特別活動におい
ての指導事例や、特に総合的な学習の時間における金銭教育の取り組み方として指導計画、指導
事例などについて紹介。（文部科学省資料））

web 都道府県
金融広報
委員会

Web

金融広
報中央
委員会

○学校教育にお
ける金融教育の
推進＜契約・取
引＞

○ ○ ○ ○

高校生・大
学生・社会
人

教員等 学校 学校における教員の教育能力を高めるため、金融・金銭教育に関する教材やその利用方法につい
て情報提供。指導教材等の学校における金融教育に必要な情報を提供している。主な提供情報は
次のとおり。

○「きみはリッチ？～多重債務に陥らないために～」カード、契約、利息、保障などの基本的な
知識、多重債務問題に巻き込まれないために知識や心構え、万一問題に巻き込まれた場合の解決
のヒントなどを紹介。高校生用教材として作成したが、幅広い年代に役立つ内容である。
○「きみはリッチ？（指導書）」 「きみはリッチ？」の指導書。指導目標、進め方、留意点を
明示しつつ、用語や法律・制度、社会背景などについて詳しく解説。
○「これであなたもひとり立ち」高校生が自立して暮らしていくために必要と考えられる経済の
基礎知識が身につくように作成されたワークブック形式の教材。
○「これであなたもひとり立ち（指導書）」 「これであなたもひとり立ち」の指導書。ワーク
を行うに当たっての狙い、使い方、指導上の留意点、参考資料が掲載。

省庁から
の情報提
供

金融広
報中央
委員会

○学校教育にお
ける金融教育の
推進＜契約・取
引＞

○ ○ ○ ○ ○

幼稚園児・
小学生・中
学生・高校
生

教員等 学校 学校における金融教育・金銭教育についての研究ならびに実践を推進するため、金融教育研究
校、金銭教育研究校、金融教育研究グループを委嘱。資料提供や研究教育費助成、実践計画立案
のサポートなどを行っている。

研究校
委嘱

省庁から
の情報提
供

金融広
報中央
委員会

○学校教育にお
ける金融教育の
推進＜契約・取
引＞

○ ○

教員 自主的に学
習する

教員 学校における教員の教育能力を高めるため、金融教育に関する小論文コンクールを実施し、受賞
作品を公表している。

web 省庁から
の情報提
供

注１）「教育対象者」、「教育者」、「教育の場」は、資料等に明示的に示されていない場合は、文脈より判断して網掛けで表示している。（要確認）
注２）引用元･･Web「各省庁のホームページ」、ハンドブック･･「ハンドブック消費者2005」、国民生活審議会資料「消費者基本計画における具体的施策の検証・評価・監視」を参考に作成
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項目

安
全

契
約
・
取
引

情
報

環
境

全
般

幼 小 中 高 大
成
人

高
齢
者

教
員
講
師

学習者 学習支援者 学習の場

事業内容（具体的施策） 形態

備考（外
郭等の実
施主体、
共同実施
主体等）

引用元注

２）
想定される学習の場面等注１） 市民（消費者）への情報提供、普及・啓発、教育活動対象者領域

金融広
報中央
委員会

○学校教育にお
ける金融教育の
推進＜契約・取
引＞

○ ○

小学生 教員等 学校 学校における教員の教育能力を高めるため、金融・金銭教育に関する教材やその利用方法につい
て情報提供を行っている。
・「こづかい帳」（子どもたちが健全な金銭感覚を身につけるために、おこづかいの使い方につ
いて記録をつけることを推進。子どもの金銭教育の教材として、全国の小学校などに配布してい
る冊子。）
・「こづかい帳をご指導いただくにあたって」（「こづかい帳」の使い方について解説してい
る。）

省庁から
の情報提
供

国民生
活セン
ター

○消費者問題に
関する情報提供
を通じた消費者
の主体的な行動
の支援＜契約・
取引＞

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一般消費者
（成人）、
児童から高
齢者まで全
般

自主的に
学習する

公民館等社
会教育施
設・学校・
家庭・地域

国民生活センターは、ホームページにおいて、消費者の主体的な行動に対する支援を行うため、
生活関連情報を提供している。

web ハンド
ブック
Ⅱ-3-
②,P169

国民生
活セン
ター

○消費者問題に
関する情報提供
を通じた消費者
の主体的な行動
の支援＜契約・
取引＞ ○ ○ ○

一般消費者
（成人から
高齢者ま
で）

自主的に
学習する

公民館等社
会教育施
設・学校・
家庭・地域

国民生活センターの啓発用リーフレットについて、高齢者また若者における消費者被害が多いこ
とから、敬老の日に向けて高齢者編「悪質商法前線活発化！！」、また成人式に向けて若者編
「世にも恐ろしいケータイトラブル」を作成し、全国の消費者行政担当課、地方消費生活セン
ター等、高齢者編は全国の高齢者福祉行政担当課、若者編は全国の広報行政担当課を通じて、全
国の高齢者講座や成人式参加者へ配布された。啓発用リーフレットについては、国民生活セン
ター名義に代え、各地の消費生活センターはじめ全国自治体名義としても印刷・配布された。

パンフ
レット

国民生活
審議会資
料
4-
70,P103

国民生
活セン
ター

○消費者問題に
関する情報提供
を通じた消費者
の主体的な行動
の支援＜契約・
取引＞ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一般消費者
（成人）、
児童から高
齢者まで全
般

自主的に
学習する

公民館等社
会教育施
設・学校・
家庭・地域

独）国民生活センターが作成した「2006 年版 くらしの豆知識『特集 だまされるな 消費
者！』」、「新・くらしのIT 化と個人情報」、「契約トラブル注意報」、「くらしの事故注
意」、「契約の基礎知識」、「こんなときどうしたら・・・」、「ライフプランの知識」、「金
融サービスとくらし」、「食生活の知識」、「住生活の知識」は平成17年９月に発行、全国の消
費者行政担当課や地方消費生活センター、大学、金融広報委員会、地域の消費者団体等に配布
し、発行者名を差し替える印刷の希望を受け印刷し、当該団体を通じて消費者に配布された。ま
た全国の書店等を通じて市販した。

冊子 国民生活
審議会資
料
4-
70,P103

注１）「教育対象者」、「教育者」、「教育の場」は、資料等に明示的に示されていない場合は、文脈より判断して網掛けで表示している。（要確認）
注２）引用元･･Web「各省庁のホームページ」、ハンドブック･･「ハンドブック消費者2005」、国民生活審議会資料「消費者基本計画における具体的施策の検証・評価・監視」を参考に作成

1
3
0



18

100-8141 
3 6    TEL 03-3277-0741


